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規
　
則

◯
秋
田
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
九
・
学
術
振
興
課
）

訓
　
令

◯
私
立
学
校
に
関
す
る
事
務
に
係
る
教
育
庁
職
員
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
（
一
〇
・
学
術
振
興

課
）

秋
田
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
三
十
九
号

秋
田
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
専
攻
）

第
二
条
の
二

秋
田
県
立
大
学
の
大
学
院
に
置
く
研
究
科
の
名
称
及
び
課
程
並
び
に
当
該
研
究
科
に

置
く
専
攻
の
名
称
、
入
学
定
員
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
卒
業
し
た
」
を
「
卒
業
し
、
若
し
く
は
修
了
し
た
」
に
改

め
る
。

第
十
三
条
第
二
号
中
「
秋
田
県
立
大
学
学
則
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）
」
の
下
に

「

、
秋
田
県
立
大
学
大
学
院
学
則
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
訓
令
第
十
号

庁
　
中
　
一
　
般
　

教

育

委

員

会
　

私
立
学
校
に
関
す
る
事
務
に
係
る
教
育
庁
職
員
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
四
年
四
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

私
立
学
校
に
関
す
る
事
務
に
係
る
教
育
庁
職
員
の
補
助
執
行
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
私
立
学
校
（
私
立
大
学
及
び
私
立
高
等
専
門
学
校
を
除
き
、
同
法
第
九
十
七
条
及
び
第
百

１

規
　
　
　
　
　
　
則

研
究
科
の
名
称

課
　
　
　
　
　
程

専
攻
の
名
称

機
械
知
能
シ
ス

テ
ム
学
専
攻

電
子
情
報
シ
ス

テ
ム
学
専
攻

入
学
定
員

一
八
人

一
八
人

位
　
　
　
置

前
期
二
年

シ
ス
テ
ム
科
学

技
術
研
究
科

電
子
情
報
シ
ス

テ
ム
学
専
攻

建
築
環
境
シ
ス

テ
ム
学
専
攻

経
営
シ
ス
テ
ム

工
学
専
攻

総
合
シ
ス
テ
ム

科
学
専
攻

一
八
人

七
人

七
人

八
人

本
荘
市

博
士
課
程

前
期
二
年

の
課
程

後
期
三
年

の
課
程

訓
　
　
　
　
　
　
令

学
部
・
学
科
・
学
年
　
　
　
学
部
・
学
科
（
研

究
科
・
専
攻
）
・
学
年
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二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
私
立
幼
稚
園
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事

務
に
係
る
教
育
長
そ
の
他
の
教
育
庁
の
職
員
の
補
助
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
補
助
執
行
す
る
事
務
）

第
二
条

教
育
長
そ
の
他
の
教
育
庁
の
職
員
は
、
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
私
立

学
校
の
設
置
廃
止
等
の
認
可
、
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
学
校
法
人
の
寄
附
行
為
の
認
可
、
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十

年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
助
成
措
置
そ
の
他
の
私
立
学
校
に
関
す
る
事
務
を
補
助
執

行
す
る
も
の
と
す
る
。

（
決
裁
区
分
等
）

第
三
条

前
条
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
知
事
の
決
裁
を
要
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
秋
田
県
私
立
学
校
審
議
会
に
対
す
る
諮
問
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
秋
田
県
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
任
免
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
度
な
判
断
を
要
す
る
事
項
並
び
に
異
例
に
属
す
る
事
項

及
び
先
例
と
な
る
事
項
の
う
ち
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
条
に
規
定
す
る
事
務
（
一
般
的
事
務
に
限
る
。
）
の
う
ち
副
知
事
、
教
育
長
、
総
務
課
長
及

び
班
長
の
専
決
す
る
事
項
は
、
秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
秋
田
県
訓
令
第
七
号
）

別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
部
長
」
と
あ
る
の
は

「
教
育
長
」
と
、
「
次
長
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
次
長
」
と
、
「
課
長
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
課

長
」
と
す
る
。

３

前
条
に
規
定
す
る
事
務
（
一
般
的
事
務
以
外
の
事
務
に
限
る
。
）
の
う
ち
教
育
長
及
び
総
務
課

長
の
専
決
す
る
事
項
並
び
に
そ
の
合
議
先
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

４

別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
認
可
等
の
申
請
に
基
づ
い
て
行
う
事
務
の
処
理
の
日
数
は
、

別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
代
決
）

第
四
条

知
事
が
不
在
の
と
き
は
、
そ
の
決
裁
す
る
事
項
に
つ
い
て
副
知
事
が
代
決
し
、
副
知
事
も

不
在
の
と
き
は
教
育
長
が
代
決
す
る
も
の
と
す
る
。

２

副
知
事
が
不
在
の
と
き
は
、
そ
の
専
決
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
育
長
が
代
決
す
る
も
の
と
す

る
。

３

教
育
長
が
不
在
の
と
き
は
、
そ
の
専
決
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
育
次
長
（
二
人
以
上
の
教
育
次

長
を
置
く
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
順
序
に
よ
り
指
定
す
る
教
育
次
長
）

が
代
決
し
、
教
育
次
長
も
不
在
の
と
き
は
総
務
課
長
が
代
決
す
る
も
の
と
す
る
。

４

総
務
課
長
が
不
在
の
と
き
は
、
そ
の
専
決
す
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
事
項
に
係
る
事
務
を
所
掌

す
る
班
の
班
長
が
代
決
す
る
も
の
と
す
る
。

（
補
則
）

第
五
条

前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
私
立
学
校
に
関
す
る
事
務
に
係
る
補
助
執
行
に
つ
い

て
は
、
秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
及
び
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県

訓
令
第
三
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
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別表第１（第３条関係）

根拠法令等の名称

学 校 教 育 法

私 立 学 校 法

事　　　　　項　　　　　名

１　私立学校の設置廃止、設置者変更等の

認可（第４条第１項）

２　私立学校の閉鎖命令（第13条）

３　私立高等学校の広域の通信制課程に係

る文部科学大臣への届出（第45条第３

項）

１　学校法人の寄附行為の認可（第31条第

１項）

２　学校法人の寄附行為の補充（第32条第

１項）

３　学校法人の寄附行為の変更の認可（第

45条）

４　学校法人の仮理事及び特別代理人の選

任（第49条）

５　学校法人の解散の認可又は認定（第

50条第２項）

６　学校法人の合併の認可（第52条第２

項）

７　学校法人の収益事業の停止命令（第

61条第１項）

８　学校法人の解散命令（第62条第１項）

専　決　権　者

教　　育　　長

教　　育　　長

総　務　課　長

教　　育　　長

教　　育　　長

教　　育　　長

総　務　課　長

教　　育　　長

教　　育　　長

教　　育　　長

教　　育　　長

合　　　議　　　先

私立専修学校又は私立各種学校

（以下「私立専修学校等」とい

う。）を設置している学校法人に

係るものにあっては、学術振興課

長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

事　　　　務　　　　の　　　　種　　　　類
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私立学校法施行令

（昭和25年政令第

31号）

私立学校振興助成

法

９　学校法人の組織変更の認可（第64条第

６項）

１　都道府県知事を経由して行う文部科学

大臣への認可申請の受理及び進達（第２

条）

２　文部科学大臣を所轄庁とする学校法人

の知事所轄の学校法人となる場合におけ

る寄附行為変更等に係る文部科学大臣と

の協議（第３条）

１　第12条の施行に関する事務

学校法人への収容定員超過の是正命

令（第２号）

学校法人への予算変更の勧告（第３

号）

学校法人への役員解職の勧告（第４

号）

２　監査報告書の添付に係る許可（第14

条第３項）

教　　育　　長

総　務　課　長

教　　育　　長

教　　育　　長

教　　育　　長

教　　育　　長

総　務　課　長

学術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

私立専修学校等を設置している学

校法人に係るものにあっては、学

術振興課長

別表第２（第３条関係）

根拠法令等の名称

学 校 教 育 法

私 立 学 校 法

事　　　　　項　　　　　名

私立学校の設置廃止、設置者変更等の認可

（第４条第１項）

１　学校法人の寄附行為の認可（第31条第

１項）

２　学校法人の寄附行為の補充（第32条第

１項）

３　学校法人の寄附行為の変更の認可（第

45条）

４　学校法人の仮理事及び特別代理人の選

任（第49条）

備　　　　　　　　考

私立学校審議会への諮問に要する

期間を除く。

私立学校審議会への諮問に要する

期間を除く。

私立学校審議会への諮問に要する

期間を除く。

私立学校審議会への諮問に要する

期間を除く。

許　　　認　　　可　　　等　　　事　　　務 処　　　理

課　　日　数

総務課　 20

総務課　 20

総務課　 20

総務課　 20

総務課　 14

（１）

（２）

（３）
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私立学校振興助成

法

５　学校法人の解散の認可又は認定（第

50条第２項）

６　学校法人の合併の認可（第52条第２

項）

７　学校法人の組織変更の認可（第64条第

６項）

監査報告書の添付に係る許可（第14条第３

項）

私立学校審議会への諮問に要する

期間を除く。

私立学校審議会への諮問に要する

期間を除く。

総務課　 20

総務課　 20

総務課　 20

総務課　 30
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